
              
 
 
 
 
 

この度の中村とおる

市議会報告第１号

「もっす」は素人の

私が作成しましたの

で、読みづらい点が

多々あると思います

が、ご了承願いま

す。 

「今回の１０月定例

会は東日本大震災

から半年が過ぎ、私

としては、沿岸被災

地への継続支援と

盛岡としての安心・

安全なまちづくり、

市民の命と生活を

守るために市政へ

の提言を含め一括

質問をいたしまし

た。」 
 
 

今後も皆さんの声や

思いを市政に伝えて

まいりたいと思って

おります。生活環境

等で困ったことがあ

りましたらご連絡くだ

さい。 
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この議会活動報告作成
に関する経費は、政務
調査費を充当しており
ます。 

盛岡市議会１０月定例会 
 

市議会改選後１０月定例会（本来は９月）は１０月５日から２７

日までの会期で開かれました。 

一般会計補正予算の歳入内訳は、生活保護費負担金、農村

漁村活性化プロジェクト支援交付金の国庫補助金。子育て支援

対策臨時対策臨時特例事業費補助金、緊急雇用創出事業費補

助金の県補助金。１０年度の繰越金を併せ３３億２,５０９万円を

追加。歳入歳出予算総額１,１２４億７,５６１万円となる一般会計

補正予算を可決。 

補正に関わる主な事務・事業は、生活保護事業に対して６億,

１,８１２万円の増額補正。離職を余儀なくされた失業者に対する

次の雇用までの短期雇用・就業機会を提供するため（重点分野

雇用創出事業）に１億７,３４９万円増額補正し、新たに１２２名の

雇用を創出する。市内の収容避難場所等（２０５箇所）に配備す

るポータブル発電機及び灯光器購入経費３,０７０万円。財政調

整基金への積み立て１７億９０５万円。など放射線測定委託等や

東北地方太平洋沖地震災害対策等に関する事業が含まれてお

ります。 

１１年度一般会計補正予算３３億円増額 

 

２０１０年度一般・特別会計の歳入歳出、企業
会計の決算に関わる１７件を認定。 

 一般会計、公設浄化槽事業費特別会計、農業集落排水事業費

特別会計、母子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計、国民健康

保険費特別会計、介護保険費・介護保険サービス事業特別会

計、老人保健費・後期高齢者医療費特別会計、中央卸売市場費

特別会計、簡易水道事業費特別会計、土地取得事業費特別会

計等の歳入歳出決算。水道事業会計、下水道会計決算、病院事

業会計決算をすべて認定された。 

 



 
 
 
                     
 
 
  

１０月定例会で一括質問

に登壇している姿。 

なお、６月から本会議風景

をインターネット生中継。

議会閉会数日後には、本

会議映像は随時ご覧いた

だけます。 

 

（初登壇）中村とおる「一括質問」要旨 

○教育課題について 

Q：被災された方々のなかには、内陸生まれで仕事や結婚等で沿岸市町村に暮らしていた方も居り、人

の生涯を考える上で、盛岡としても小中学校における津波・放射線に関する防災教育について、今後

どのように取り組んでいくのか？ 

  A：毎年、学校の立地条件や校舎の構造など考慮しながら、主に、地震、火災を想定し行っており、「津

波」を想定した訓練は行っていない。子供たちが生涯を通じて安全な生活を送る基礎知識を養うため

にも津波、風水害、大雪などの様々な事態を想定した指導が必要と感じている。放射線についても利

点だけでなく負の側面についても教科等で指導していく。放射線の影響を強く受ける状況に遭遇した

場合の対処法として屋外の活動制限、肌の露出抑制、マスクの着用が有効であることを指導してい

る。また、教職員に対しても、正しい知識を身に付け、理解を深めるよう県教育委員会と連携し、研修

の機会を設けたい。 

○東日本大震災の復旧と復興について 

Q：市の被災地支援の取り組み姿勢はどうだったのか？ 

  A：震災直後から災害対策本部を立ち上げ、市内の対応等にあたるとともに、震災４日目以降は、沿岸

市町村へ職員を派遣し、被災地の状況把握を行い必要とされる救援物資の輸送等に積極的に取り

組んだ。また沿岸と内陸の横軸を中心とした支援体制の整備、各種調整、中核市等の拠点としての

役割を県都盛岡として、できうる支援を行って来た。 

Q：盛岡市が支援される側となった場合に他の自治体との連携協定や協力体制についてどのように考え

ているか？ 

A：市では、大規模災害に備え、盛岡広域圏、県内の各市町村、東北の県庁所在都市、南部藩ゆかりの

市町村、秋田県及び岩手県の横断的な市町村及び全国の中核市と相互応援に関する協定を結んで

おり、大規模災害が発生した場合には、これに基づき応援を頂きながら対応する計画としている。 

○東日本大震災の復旧と復興について（市長へ答弁を求めた質

問の抜粋） 

Q：国の対応について、半年間を捉え市長の所見は？ 

  A：被害情報収集の遅れや認識の甘さ、人命救出や物資の供給、原子

力発電所の対応への鈍さに憤りを覚えた。 

Q：被災自治体復興事業への取り組み姿勢において、国・地方では民営

化、委託化の推進で合理化、スリム化が進んでおり、これでは非常時

に対する行政機能や体制が取れないのでは？ 

A：民間活力の活用や市民との協働、引き続き組織体制の整備と計画的

な配置を行う。被災自治体への支援についても全庁挙げて取り組み、

今後の災害時における体制についても県都としての役割を強く意識し

た体制整備に取り組む。 

 



 
  

２０１１年１０月１６日に行われた盛岡市総合防災訓練において上下水道局よる水道配水管の応急復旧状況 

Q：災害時や停電時において各種システム機器が起動できなくなった場合に行政機能をどう維持してい

くのか？ 

A：本庁舎への非常電源の確保のほか、ホームページサーバーを本庁舎のほか、バックアップとして西

日本に設けるなど、行政機能の維持に努める。 

Q：国の責任で進めるべき放射線問題対応が、県や市に波及していることについての国政への考え方

を示せ。 

A：原発事故による放射線問題への対応につきましては、議員ご指摘の通り、本来、国及び原因者であ

る東京電力の責任において進めて行くべきものと認識しており、これまでも市長会を通じ、国、県に

対し、「放射能測定体制の拡充」や「風評被害対策の充実」、「放射能対策にかかる財政支援」等の

要望活動を行ってきております。 

Q：市独自としてどのように検査体制や除染への対応を拡充していくのか？ 

A：市として、これまで独自に市域の空間放射線量の測定及び低減対策、水道水の検査等、今後もこれ

まで行って来た調査・監視を継続するとともに購入予定の測定器を使用し、緊急雇用創出事業を活

用してさらに必要な調査を行います。また、消費者庁の「放射性物質検査機器の貸与事業」を活用し

た検査体制の整備なども検討してまいりたい。 

Q：震災後の停電時における聴覚障がい者の方に対する情報提供の対応結果と今後の情報伝達のあ

り方についてどう考えているのか？ 

A：一人暮らし等の安否確認が必要な方については、手話通訳者が直接訪問し、災害の状況等の説明

を行っております。停電時における伝達のあり方については、地域での支え合いによる情報伝達とと

もに視覚で情報を入手できる機器の活用が有効と考えておりますので、社団法人岩手県ろうあ協会

等の関係団体や防災担当部署と意見交換し、情報伝達の体制づくりを進めてまいりたい。 

Q：盛岡として、再生可能エネルギーの創出と未来のまちづくりを示すべきであるがどうか？ 

A：今回の震災を契機として、再生可能エネルギーの利用拡大とエネルギー自立型の都市を目指す本

市として、地域特性を生かした再生可能エネルギーの導入は、電力の安定的な供給に寄与するほ

か、環境負荷の少ない社会の実現や災害に強いまちづくり、地域活性化、新たな産業の創出に結び

付くと認識しており、第二次環境基本計画や地球温暖化対策実行計画に基づき積極的に推進してま

いりたい。 

  

 



 
２０１１年は国連が定めた国際森林年に該当し、「森のめぐみを分かち合い・次世代への継承」の全国共通テーマのもと盛岡市

においても１０月８日第９回盛岡市民植樹祭が外山森林公園で開催され、多くの市民と枝打ち作業を行ってきました。午後から

は盛岡市中央公民館において映画「森聞き」上映会、国際森林年の集いシンポジウムを聴講してまいりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○雇用環境の改善と産業の振興について 

Q：「地域振興商品券 SANSA」と「住宅リフォーム事業」の地域経済への波及効果・活性化の度合いをどう

検証し、今後の事業継続についてどう判断していくのか？ 

A：建設業者を対象にアンケート調査を行いますほか、１２月には市内商店街等を対象にヒヤリング調査を

行うことにより事業効果を検証し、事業継続につきましてこれらの調査結果を分析しつつ、受託関連産

業を含めた景気動向や国・県等の経済対策を注視し判断してまいります。 

Q：農林畜産物に対する安全性や品質保証など、消費者への周知方法、ブランドとしての商品価値を高め

るための施策が必要と思うがその考えは？ 

A：県内全域の農畜産物の調査結果等に関する情報が風評被害対策の観点から重要であり、市のホーム

ページに掲載するなど市民や消費者に周知し、安全・安心な農畜産物の情報発信に努めます。ブランド

の商品価値を高める施策については、安全性の確保、安心して購入できることが重要であることから、

米やりんご、野菜などの農薬や化学肥料の使用を減らした特別栽培を促進するとともに市長のトップセ

ールス、イベント等における地産地消の推進、加工品の開発促進に関係団体と連携して取り組みます。 

Q：農産物の６次産業化とアグリビジネスを行っている市内企業への支援と販売拡大の施策は？ 

A：６次産業を推進するため、農家が生産・加工した味噌や豆腐、ジュースや漬物等の商品を販売している

市内の産直に対する産直活性化事業に取り組んでおります。また、アグリビジネスに関しては米粉麺の

お製造施設整備や「もりおか短角牛」、「アロニア」、「行者にんにく」などの特産物を活用して民間事業

者が加工ビジネスに参入している事例もあります。これら６次産業化やアグリビジネスを推進する上で

は販売先の確保が重要と考えており、関係機関、団体等と連携し、支援してまいります。 

○地域課題について 

 Q：規制緩和等によって地域の店舗は立ち行かず閉店に追い込まれ、病院等も市街地に多いため、高齢者

の方が生活用品購入や通院のために公共交通としてのバス施策が必要と思うが。先日、秋田市で７０

歳以上の方が市内区間１００円となるパスの発行が行われた、盛岡ではどう考えるか？ 

A：平成２２年６月から試行として定期券のように利用できる「まちなか・おでかけパス」を実施しております

が、９月末現在で３,４５３枚となっており、今後も利用促進に向けての一層の PRに努めます。 


